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区二重ご薗

問 1 国立大学改革プランには「退職手当にかかる配分方法を早期に見直すJとの記綴があり、こ

の見直しは年俸制導入促進費にも密接に関わってくると考えられるが、検討状況如何

(答)

1. r退職手当にかかる配分方法の見直しJの第一段階として年俸制導入促進費を新規に創設した

もの。今後は、各法人における年俸制の謬入状況等を踏まえ、第 3期における逐営費交付金の抜

本的な見渡しの中で、本スキームの検証・見直しを行いつつ、退職手当の在り方を検討していく

こととなる。

問 2 r特に教員の流動性が求められる分野Jとは具体的にどの分野のことか

(答)

1 .国立大学改革プランでは、年俸制を華客入する範閣のイメージとして、主としてライフサイエ

ンス系や理工系など、自然科学系の分野を想定して記述しているが、年俸制毒事入促進費の配分

に当たっては、特に分野を限定して配分することは考えていない。人文社会系も含め全学的な

視点から検討いただきたい。

2.また、組織の一部文は全部の単位(例えば学部、研究科、センタ一、機構等)での導入も可

能であり、各法人の構想に基づき、柔軟に検討いただきたい。

|問3 年 {輔似の刈ツ…て

(答)

1 年俸制を毒事入することにより、

①法人サイドにあっては、組織の活性化、教員の意識改革、優秀な人材の確保

②教員サイドにあっては、能力主豪語・成果主事語気金の実現、給与に対する納得感、労働窓欲の向

上、目標の明確化

等のメリットがあると考えている。

i3.財政支援の基本的考え方|

問4 第2期中期目標期間中における財政支援の基本的な考え方について

(答)

1 .現夜は、第2期中期目標期潤中にあることから、抜本的な予算措置の変更を行う予定はない。

なお、予算積算及び予算措置等のルールは、退職手当時様、国家公務員準拠を前提としている。

i5.予算上の位置付け|

問5 年俸制導入促進重量の第3期中期目標期間における見通しについて

(答)

1 .本経愛の第3郊の在り方は、各法人における今後の導入状況を見極めながら、あらためて検

討していくこととなるが、少なくとも本経費の導入促進加算分を除いた分(ベースになる部分)

については、継続して予算措震を行っていく方針である。
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間6 現行の退職手当制度についても見直す可能性があるのか

(答)

1 .第2期中に現行の退職手当制度を見直す予定はない。

Eこ亙コ掴

問 7 r遼営費交付金により退職手当を措置する者のうち年俸制への切替えを行う者」とは

(答)

1 対象は、「承継職員(教員)Jである。

2.なお、年俸制へ切り替えたとしても、いわゆる「座布団」には座ったままであり、引き続き

台帳にて年俸制教員として管理することとなる。したがって、年俸制へ切り替えたとしても承

継ポストの数は増減しない。

lm 閣と は 経 費 の 積 算 対 象 と醜以いか

(答)

1 .対象とは、経費の務事事対象であると同時に配分対象を指しており、経費の配分対象となって

いない者に本経費を財源とした給与を支給することはできない。

|照 9 山服」の鵡…て

(答)

1 .当該用語は、一般に中高年齢j習の世代を広く指すという意味で用いたものである。なお、予

算の積算の際には、概ね55歳程度の教員を一つのモデルとして想定していたが、 50歳の教員の

切替えを否定するものではない。

2.具体的には、今後の各大学の提案・計画をうかがいながら個別に対応してまいりたい。

|削若手研究者は駅考え吋いのか。

(答)

1 .若手研究者のポスト待ちの長期化・採用抑制の要因のーっとして、教員の高年齢化に起因す

る逆ピラミッド裂の年齢構成があると考えている。

2. こうした認識のもと、運営費交付金が漸減している厳しい財政事情の中で、シニア閣をその

ままに若手研究者を増やせば、年齢構成は改善するものの、人件費が増大することとなる。

3. この観点から、まずは、シニア教員を貴重優先課題として考えたところであるが、それをもっ

て本促進費の対象として、若手研究者 (40歳未満を懇定)への活用を否定するものではない。

4.具体的には、今後の各大学の提案・計画をうかがいながら値別に対応してまいりたい。
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問11 対象は f年俸制jへの切替えを行う者Jとなっているが、新規採用者は想定していないのか

(答)

1 遼営愛交付金により退職手当が措霞されている教員(いわゆる承継職員)が退職した際の後

任補充を年俸制とする場合は本経繁の対象とする。

2 このほか、現在空席の承継総員枠を使って新規に採用する者について年俸制とする場合も対

象とする。

3.なお、これらの場合においては、「主としてシニア教員Jという対象には関わらず、可能な

限り若手・外国人研究者の採用を積極的に御検討いただきたいと考えている。

4 こうした取組を定型化することによって、将来的には広く年俸制が一般的に受け入れられ、

持続的な人材の活性化に資すると考えられる。

問12 期間の定めのある年俸制の磯(任期付教員)に移行する場合でも対象となるのか

(答)

1 .任期付のポストであっても、京継機員であれば対象となる。

問13 役員等を年俸制に切り替える場合は年俸制導入促進震の対象となるのか

(答)

1 .本経畿の趣旨を踏まえると、マネジメン卜業務等を担う役員等を年俸制jに切り替えることは

一般には想定していない。

2 ただし、各法人ごとに年俸制jの導入を穣極的に推進する上で必要不可欠な戦略、その他個別

の家情がある場合には別途御相談願いたい。

問14 年俸制に切り替えた者が退職した場合、後任ポストについても年俸制とすべきなのか

(答)

1 必ずしも当該教員と同ーのポストを継続して年俸制として固定しなければならないというこ

とではない。ただし、年俸制を定義させていくことは3重要であると考えており、その慈味で、

年俸制ポストの総数を維持するような取組に努めていただきたい。

民
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正三極圏

問15 r定年退職した場合の退職手当相当額」の算定はどのように行うのか

(答)

1 定年退職時の号俸は、年俸制への切替えがなかったものとして、毎年 1月1日における年齢

に応じ下記の区分の号俸を仮定昇給させて得た号俸(少数点以下は切り捨て)とし、国家公務

員であると仮定した場合に計算される退職金の額(法人の規定により計算される額がそれより

少ない場合はその額)とする。

55歳以下 55歳超

教授 4. 4 O. 5 

;雀教授・講師 4. 6 O. 3 

助教・助手 4. 5 O. 25 

問16 r切替え時点で仮に自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額」について、支払

い時点での支給率が変動していた場合の取扱いはどのようになるか

(答)

1田本経費は国家公務員準拠で穣草草することとしている。したがって、今後、退職手当法改正等

があれば、「切替え時点で仮に自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額Jも含め、

全体を再計算することになると考えている。

問17 年俸制への切替え後に学内で昇任、自己都合退職する場合、 f切替え時点で仮に自己都合退

職したものとして算定した退職手当相当額」の取扱いはどのようになるのか

(答)

1. r切替え時点で仮に自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額j は年俸制切替え

後の昇任、自己都合退職により変動するものではない。

2 ただし、前述(陪16)のとおり、退職手当法改正等があれば、「切鋳え時点で仮に自c.都合

退職したものとして算定した退職手当相当額」は再計算することになると考えている。

3.なお、年俸制への切替え後の昇任については、その都度、「定年退職した場合の退織手当相

当額Jを再計算する。(なお、年俸制への切替え後に自己都合退職したとしても、「定年退職し

た場合の退職手当相当額Jに変更は生じない。)

間18 r切替え時点で自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額」を支払う際、大学が

独怠財源を用いて金額を上積みしてもよいか

(答)

1 .支障はない(現行の退職手当と向様)。
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間19 現在任期付の月給制教員が任期途中若しくは任期満了時に年俸制へ切替えた場合の取扱いは

どのようになるのか

(答)

1 承継職員かつ任期付教員が、任期途中で年俸制へ切り替えた場合、切替え時に自己都合退職

したものとして算定した退職手当棺当額を任期満了退験した場合の退職手当相当額から減じた

額を任期満了退職年度までの年数で除して算出した額を年俸制導入促進撃をとする(導入促進加

算分はjJlJ途加算)。

2.任期満了時に年俸制lへ切り替えた(引き続き任期の定めのない教員となった)場合、切替え

時点で仮に自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額を定年退職した場合の退職手

当相当額から減じた額を定年退職年度までの年数で除して算出した額を年俸制導入促進重量とす

る(導入促進加算分は別途加算)。

間20 年俸制の教員が国立大学法人間で異動する場合の本経愛の取扱いはどのようになるのか

(答)

1 .国立大学法人間で築動がある場合の取扱いについては槻ね以下の方向で検討中である。

例 :A法人坤日法人に異動するとした場合、

<年俸制導入促進重量(導入促進加算分を除く)の算出方法>

B法人で採用された際に改めて、「定年退職した場合の退磯手当相当額Jを算定し(①)、

A法人で年俸制に切替えた際に算定した「切替え時点で自己都合退職したものとして算定し

た退職手当相当額J(②)とA法人で当該者分として配分済みの年俸制謬入促進撃を(導入促進

加算分を除く) (③)を減じた額を、日法人における定年までの年数(④)で除して算出した

綴@

陣俸制導入促進費(導入促進加算分を除く)= (①ー②ー③)+@  

<切欝え時点で自己都合退職したものとして算定した退織手当相当額の取り扱い>

「切替え時点で自己都合退職したものとして繁定した退職手当相当額」については、 B法

人に引き継がれ、そこで実際に退職した時点で支払う。

悶21 年俸制導入促進費は、切替え以降、定年まで措置されるのか

(答)

1 .本経費の第3期の在り方は、各法人における今後の導入状況を見極めながら、改めて検討し

ていくこととなるが、本経費のうち謬入促進加算分を徐いた分(ベースとなる部分)について

は、継続して予算措震を行っていく方針である。

2.なお、その際の金額については、国家公務員準拠で積算することとしており、今後、退職手

当法改E等があれば、切替え時点で仮に自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額

も含め、再E十2卒することになる。
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問22 法人化後に定年年齢を63歳から65歳に引上げている場合、年俸制導入促進費は65歳まで措蜜

されるのか。予算措置されない場合、実際に退職する時点の考え方はどのようになるのか

(答)

1 .退職手当の精算ルールと同様、年俸制導入促進費は法人化前の定年年齢まで措還する。した

がって、「定年退職した場合の退職手当相当額Jは法人化前の定年年齢で算定する。

2.なお、「切替え時点で自己都合退職したものとして算定した退職手当相当額」は実際に退職

する時点で支払う。したがって、実際に退職する年齢が65歳の場合、「切替え時点で自己都合

退職したものとして算定した退職手当相当額Jの支払いは65歳となる。

問23 切替え時点から定年までの期院のうち、『年J以下の期潤の取扱いはどうなるのか

(答)

1 年俸制適用者としての期間に「年』以下の期間が生じた場合、その月数に応じて精算を行う。

i8.予算積算単価の考え方|

問24 予算t査察単価は120万円となっているが、実際の法人への配分額は奥なると考えてよいか

(答)

1 .予算穣算単価の内訳は、ベースとなる部分 (f7 経費の概婆Jにより算出した額)が100万

円、軍事入促進加算分が20万円となっている。

2 ベースとなる部分の各法人への配分は、年俸制導入促進畿の対象者毎に金額を算出するため、

予算積算単価と比して当然に増減する。

|9.留から大学への配州

間25 f導入促進加算分Jの配分単価については「今後検討」とされているが、検討状況如何

(答)

1 導入促進加算分の配分については検討を行っているところだが、現時点では地域手当区分ご

とに単価を設定することを考えている。

|附年俸制 導入 促進 衰の 問問て

(答)

1 .平成26年度予算の配分については、今後予定している各法人との計酪翻警に基づく意見交換

を踏まえ、配分対象法人や人数・金額を決定したいと考えているが、法人によって年俸制導入

の検討の進捗状況に大きな遠いがあると怨定される。

2. このため、準備が整った法人から順次配分綴等を確定していくこととしており、この場合、

年度途中での配分となる。

no 



3. この際の配分額については、事務負担の軽減を溜る観点から、配分時においては年俸制謬入

促進繁の対象となる教員毎に計算するのではなく、 [100万円(ベースとなる部分(全国共通))

+導入促進加算分(地域手当区分別)1 x人数とする方向で検討している。

4.なお、予算規模が24億円であることから、これに達した時点で当該年度における配分は終了

となるが、その後に年俸制を導入する法人にあっては、平成27年度予算において平成26年度実

施分の予算措置を行う。この場合、平成26年度中は密己財源で実施していただくことになる。

5.また、精算の在り方については、現夜検討中であるが、少なくとも本制度導入の初期段階に

おいては、翌年度の精算を予定している。

問27 年度途中で年俸制へ切り替えた場合には、初年度はその期間に応じた額となるのか

(答)

1 .初年度については年度途中での配分も怨定しており、この場合は、その期間に応じた額とな

る(問23も参照)。

間28 対象となる教員毎に算出とあることから、台帳等により年俸制jの教員を特定の上、管理等を

行うこととなるのか

(答)

1 .年俸制導入後の「退職金に係る逐営費交付金の対象者台緩Jの在り方については、現在検討

中であるが、大きな方向としては、月給制と年俸制が混在した形で、教員を特定の上、管理を

行うことを考えている。

2 なお、承継職員であることに変わりはないため、現行の台帳には登毅したままとなる。

(悶 7も参照)

作O.大学における執行i

問29 独自財源として「隠接経費Jが挙がっているが、間接経震を人件費に充ててよいのか

(答)

1 いずれの経費の間接綬鐙においても問題ない。

なお、科研費においては、隣接経費の使途として、研究代表者・研究分担者の人件費として

使用できることが明記されている。

(参考)

「科研費ハンドブック2013年度版 11濁接経費にかかる泰務(2)使途J

11 間接総重量に係る率務 (2)使途 : 

<注意事項>

1 間後経費は、各研究機関の長の資任の下で公正・適正かつ計画的・効率的に使用してくだ s

さい。

2 間接経費の使途については、「間接経費の主な使途の例示」を参考としてください。

(直接経受を使用すべきものは対象外です。)

ー自問



3 間接経費!主、競争的資金に関する管理事務の必要経費としても使用することができます。

4 次のものについて間接経費を使用することも禁じられていません。

(例) ~ム銑裳ム説会i現~
哀怠ゑ斗
・設備の共用のための技術職員の配種、共用施設の整備

・施設費(整備費、管理費など)

・設{鵡重量(購入費、運用経費など)

・図書書館費(施設整備費、維持、管理のための経費)

.共用して使用するコピー・プリン告などの消耗品費

.研究の広報活動資

'競争的資金に関する管理率務の必要経費

』 ・特許出願費用、弁理士費用、審査請求費用など j 

間30 配分された経費は、年俸制導入に資するものであれば給与以外にも使用してよいか

(答)

1 .年俸制導入促進撃をは、業綴給(給与)にのみ活用することとする。

間31 園から大学への配分は、対象となる教員毎に算出することとなっているが、大学における執

行は業綴給のみに活用するとあることから、個人毎にメリハりのある金額設定など使用範囲の

裁翠はあると考えてよいか

(答)

1 各法人における業綴評価及びかかる業綴給の設定は自由度があるので、この際、メリハりあ

る制度設計とする方向でぜひ検討廠いたい。

H1.配分に当たっての棄な条餅

問32 r中期計簡における年俸制に隠する記載Jについて

(答)

1田中期計画への記載は、配分が決定した後、今中期目標期間中に取り組む事項について中期計

画に記述することを想定している。中期計画変更の手続(時期等)については、追って逸絡する。

問33 r年俸制lの導入に係る計画(仮称)Jは中期計調の一部という位霞付けなのか

(答)

1. r年俸制の導入に係る計画(仮称)Jは、中期計画における年俸制に関する記載を実行してい

く上で必要不可欠な資料として位置付けているが、中期計画の一部ではない。

2.なお、「年俸制の導入に係る計画(仮称)Jに対するフォローアップはきめ細やかに行ってい

くこととしているので予めご承知おきいただきたい。

3 また、フォローアップの結果については、後年度の予算への反映を含め、第3期における交

付金の制度設計の中で検討していくこととなると考えている。
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問34 r年俸制の導入に係る計画(仮称)jを提出するまでに、実際の年俸制導入促進震の対象者

を決定する必要があるのか

(答)

1. r年俸制の謬入に係る計画(仮称)j には、年俸制導入目標人数について記載をいただくこと

を考えており、本計商を提出(初回)いただくまでに‘必ずしも実際の年俸制導入促進費の対

象者を特定していただく必要はない。

2.このため、各法人においては、文部科学省との意見交換と伺時並行で学内手続等を進めていただき

Tこい。

3 なお、実際の年俸制導入促進重量の対象者については、配分額決定後、提出を求めることを予

定しており、時期等については追って連絡する。

問35 配分条件を満たすかどうかの確認は「年俸制の導入に係る計画(仮称)jの内容で判断され

るのか

(答)

1 .各法人から提出いただく「年俸制の謬入に係る計画(仮称)jを基に、各法人と意見交換さ

せていただいた上で配分法人を決定する予定としている。

2 なお、年俸制を導入するに当たって以下の点に留意していただきたい。

-例えば、日本人教員について特任教員のみならず2千万円級の給与が支給可能な制度とするな

ど、魅力ある年俸制給与体系を構築

・現在の国家公務長亀準拠の級・号俸をそのまま移行させることのないよう、年俸制jにふさわしい適切

な号俸を設定(きざみの帽を大きく設定)

・3監綴評価については、メリハリのある仕絡みを構築

(なお、業綴評価については、本計iilii提出までに直ちに具体性を求めるものではない。まずは大筋

の方向性を記載していただくことを考えている。)

|12.年俸総と併せて導入していただきたい人事・給与システム改革のまなもの|

|削混合給与似について

(答)

1 混合給与については、閣内における先行翠例等も少ないことから、今後各大学の検討状況等

をうかがう中で、必要に応じて情報提供や制度的な検討を行うことを考えている。

1
 

1
 



113. i亙亙

問37 1万人規模の年俸制・混合給与の導入の考え方について

(答)

1 .年俸制については、悶立大学改革プラン等において、 r1万人規模で年俸制・混合給与の導

入Jという定翠的な周襟を示していることもあり、政府E者会議でも重大な関心を持たれている。

2.こうした状況も踏まえ、各法人におかれては、年俸制の穣極的な導入及びその翠的充実に努

めていただきたいと考えている。具体的には、各法人における医標人数を聴敬しつつ、文部科

学省としての考え方を含め、意見交換させていただきたい。

3.なお‘ 1万人という目標について、現在既に外部資金等で雇用されている任期付きの年俸制

教員が約4千人いると承知しており、今回の措置によりいわゆる承継職員について26年度に新

たに 2千人に導入し、さらに27年度lこ4千人に導入すれば目擦を達成できるとのイメージで考

えている。

問38 年俸制導入の目標人数について聴取予定とあるが、具体的な時期や形式の検討状況如何

(答)

1. r年俸制の導入等に隠する計画(仮称)Jを提出いただいた後、これに基づき、個別に意見交

換をさせていただきたいと考えている。

2 本計画の様式及ひ。提出期限については追って連絡するが、各注入におかれては、 rr年俸制の

導入等に関する計画(仮称)Jにおける主な記童話翠項(イメージ)J (年俸制j謬入促進費に慨す

る説明・意見交換配布潔料(平成26年2月17日、 18日))を踏まえ、準備を進めていただきたい。

3.なお、個別の相談は槌時受け付けているので、こうした中で、目榛人数についても意見交換

を行ってまいりたい。(悶26も参照)

作4.今後の検討事瑛|

問39 年俸制の導入の有無が、今後、闇立大学法人間における教員の異動の降警になるのではないか

(答)

1 .今後、年俸制を導入する法人とそうでない法人が存在することが想定されるが、このことが‘

国立大学法人聞における教員の異動を妨げる婆図とならないよう御留意いただきたい。

2.具体的には、年俸制で雇用されている教員が他の国立大学法人に異動する際、異動先の法人

が年俸制を導入していないことを理由に、受入れ側の法人がそれを拒むようなことがないよう

にしていただきたい。

3. このためにも、各法人には幅広く年俸制導入に取り組んでいただきたい。

問40 年俸制適用者における共済組合の貸付けはどのような取扱いになるのか

(答)

1 .現在検討中であり、追って連絡する。
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問41 年俸制における給与水準と、国立大学法人等の役職員の給与等の水準との関係はどうなるのか

(答)

1 年俸制を導入した場合、給与水準は当然上昇するものの、その給与には退職手当相当分が含

まれることとなるため、これを考慮した上で判断を行う必要があると認識。

2 具体の判断方法や、 r国立大学法人等の役職員の給与等の水準」の公表方法等については現

在検討中である。

|15.今後のスケジュー)1-1

|開2 申議スケジュールについて

(答)

1 申務スケジュールについては、前述(筒38)のとおり。「年俸制jの移入等に関する計箇(仮

称)Jを提出いただいた後、これに基づき、個別に慈見交換をさせていただくことを予定して

いる。

2.なお、上記とは別に、現在も個別の栂談は随待受け付けているので、各法人において具体的

な構想等をお持ちの場合は、適時御相談いただきたい。
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